
⽣ごみひと絞り事業 
                             
 

本事業にご理解とご協⼒いただきありがとうございます。本資料をご⼀読いただき、ご確認
のほど、よろしくお願い申し上げます。 
 
１． ⽣ごみひと絞り事業について 
 

⻑崎県のゴミの排出量の約 6 割が⼀般家庭からの⽣活系ごみ、うち 8 割が燃やせるご
みで、その多くを⽣ごみや紙類が占めています。 

⽣ごみの約 8 割は⽔分と⾔われており、⽣ごみをひと絞りするだけで、ごみの減量と CO₂
削減につながります。 

⻑崎の未来のために、今⽇からできる⼀歩。⼀緒にはじめてみませんか︖ 
 
※⽣ごみをひと絞りするための「⽔切り器具」は⻑崎県の事業を活⽤し、無料配布（返却
不要）します。また、ごみ減量の実績を把握する必要があり、モニター調査として、「⽣ごみ
ひと絞り事業記録⽤紙」に１１⽉１⽇〜１１⽉３０⽇（３０⽇間）の期間、絞り出
た⽔分量（目安での計量）の記録をつけていただきます。（記録を元に、アンケートに回
答することとなります。）どの程度の量が減ったのか、具体的な数字で⽰すために重要になり
ますので、ご協⼒よろしくお願いします。 

 
参考︓⽔切り器具 



２． 実証実験⽅法 
 ⽣ごみの「⽔切り器具」を活⽤し、⽣ごみをひと絞りします。 
 「⽔切り器具」は、以下の３通りの⽅法でご使⽤いただけます。 
 （いずれかの⽅法で⽔分を取り除いた⽣ごみは可燃ごみとして捨ててください。） 
⽅法１ 三角コーナーに溜まった⽣ごみを上から押さえつける。 

 
 
⽅法２ 本体の切れ込み部に⽔切り袋を横から差し込む。 
（⽔切り袋に溜まった⽣ごみを上から押さえつける。） 

 

↓ ↓ 



⽅法３ 排⽔口に溜まった⽣ごみを上から押さえつける。 

 
 
※絞り出た⽔分量を目視で構いませんので、配布する「⽣ごみひと絞り事業記録⽤紙」に
記載してください。 
 
３． 配布物 
 
・「⽔絞り器具」 ※返却不要 
・「⽣ごみひと絞り事業記録⽤紙」 
・「⽣ごみひと絞り事業アンケート⽤紙」 
 
           
４． 記録期間及び提出⽅法等 
 
・１１月１⽇（土）〜１１月３０⽇（⽇）（３０⽇間）、「⽣ごみひと絞り事業記録
⽤紙」に記入するようにお願いします。 
※目視の計量で目安での計量で構いません。 
※⽔分量目安︓⼤さじ１杯で約 15ｇ、お茶碗１杯で約１５０ｇ 
・１ヶ月間「⽣ごみひと絞り事業記録⽤紙」を記入していただき、それを元に、「⽣ごみひと絞

↓ ↓ 



り事業アンケート⽤紙」にて報告をお願いします。（アンケートは原則ＷＥＢで回答してい
ただくようお願いします。） 
・ＷＥＢでの回答が難しい場合、「⽣ごみひと絞り事業アンケート⽤紙」に記入していただき、
環境政策課（千々石庁舎）、地域づくり推進課（吾妻庁舎）、及び各総合支所へ提
出、または環境政策課へＦＡＸ（0957－37－２１３１）等にて提出するようお願い
します。 
※「⽣ごみひと絞り事業記録⽤紙」の提出は不要です。 
・アンケートの回答期限は令和７年１２月２６⽇（⾦）までとなっております。 
（アンケートで報告して頂いた⽅の中から抽選でエコグッズをプレゼントします。当選者の発
表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。） 
 

お問い合わせ先 

 

雲仙市役所環境政策課環境政策班 

ＴＥＬ：０９５７－４７－７８１３ 

ＦＡＸ：０９５７－３７－２１３１ 


